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はじめに 
 

本 県 を 取 り 巻 く 社 会 経 済 状 況 が 変 化 す る 中 、  

本 県 の 活 力 を さ ら に 高 め て い く た め に は 、    

男 女 の い ず れ も が 、 互 い に 個 人 と して 尊 重 さ れ 、  

社会の対等な構成員としてあらゆる分野に参画し、   

共に活躍できる社会の実現が重要です。 

県では、これまで、令和３年に策定した「第５次 

千葉県男女共同参画計画」に基づき、様々な施策を

総合的・計画的に推進してきました。 

この間、未だに社会全体で固定的性別役割分担意識が根強く存在している 

ことや、様々な場面で男女間の格差が解消されていないなど、本県が目指す社会

の実現に向けては道半ばの状況です。 

こうした中、令和６年１月には 「多様性尊重条例」を施行し、男女共同参画に

関する取組を推進する新たな土台を整えたところであり、条例が定める、男女

が性別を理由とする不利益を受けずに共に活躍していける社会の実現を加速 

させていくため、このたび 「第６次千葉県男女共同参画計画」を策定しました。 

本計画では、女性管理職の割合が低いことや、男女間の賃金格差が大きいと 

いった背景を踏まえ、新たな基本目標の一つとして 「働く場における女性活躍の

促進」を掲げ、女性活躍のより一層の推進を図ることとしています。 

 さらに、計画評価指標を大幅に見直し、指標の設定理由を明示することに  

より、誰もが計画の進捗状況を評価できる仕組みとしています。 

本県が目指す社会の実現には、県だけではなく市町村、事業者、県民の皆様 

一人ひとりがその大切さや必要性を理解し、それぞれが主体的に取組を進めて

いただくことが重要です。 

県では、今後とも、男女が共に活躍する社会の実現を皆様と共に目指して  

まいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和８年３月  

   千葉県知事 
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